
旧
建
設
で
の
再
任
用
の
ス
タ
ー
ト
は
全
員
２
級
採
用
で
、

仕
事
も
経
験
な
ど
も
無
視
し
た
も
の
で
し
た
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
再
任
用
政
策
を
発
表
す
る
と
と
も
に
ア
ン

ケ
ー
ト
や
再
任
用
者
交
流
会
を
実
施
し
、
実
態
や
要
求
を
把

握
、
そ
の
改
善
を
粘
り
強
く
要
求
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
１

５
年
か
ら
は
希
望
事
務
所
で
の
勤
務
、
平
成
２
０
年
度
か
ら

管
理
職
経
験
者
は
３
級
格
付
け
を
実
現
し
ま
し
た

一

再
任
用
の
推
移

下
表
は
、
平
成
２
４
年
度
の
の
管
理
職
員
、
管
理
職
員
経

験
者
（
以
下
管
理
職
員
等
）
の
再
任
用
実
態
で
す
。
全
国
で

２
２
４
名
の
管
理
職
等
が
再
任
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

事
務
所
課
長
が
９
２
名
、
出
張
所
長
が
５
２
名
、
副
所
長

が
１
４
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

組
織
的
退
職
勧
奨
や
再
就
職
の
斡
旋
な
ど
が
禁
止
さ
れ
、

管
理
職
員
も
６
０
歳
定
年
ま
で
勤
務
す
る
状
況
が
実
体
化
さ

れ
る
中
、
管
理
職
員
の
再
任
用
が
増
大
し
て
い
ま
す
。

最
下
段
の
表
は
、
管
理
職
員
等
の
再
任
用
数
と
一
般
職
員

の
再
任
用
数
の
変
化
を
見
た
も
の
で
す
が
、
平
成
２
４
年
度

に
管
理
職
員
等
が
一
般
職
員
の
数
を
上
回
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
管
理
職
員
等
の
再
任
用
者
の
増
加
を
受
け
職
場

で
は
専
門
職
相
当
職
と
し
て
「
指
導
官
」
が
設
置
さ
れ
、
副

所
長
以
上
の
役
職
か
ら
再
任
用
し

た
１
７
名
に
発
令
さ
れ

て
い
ま
す
。
処
遇
は
当
面
３
級
格
付
け
で
す
が
将
来
は
４
級

格
付
け
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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国
土
交
通
省
の

「
再
任
用
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
改
善
」

を
要
求
す
る

署
名
運
動
を
実
施
し
て
い
ま
す

平
成
２
６
年
度
か
ら
始
ま
る
新
し
い
｢再
任
用
制
度
｣に
、
職
場
か
ら
の
署
名
で

｢働
き
が
い
の
あ
る
業
務
、
生
活
で
き
る
処
遇
｣の
要
求
を
実
現
さ
せ
よ
う

平
成
２
５
年
度
の
定
年
退
職
者
か
ら
、
年
金
支
給
が
ゼ
ロ
に
な
る
期
間
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
人
事
院
は
昨
年
の
勧
告
で
「
定

年
年
齢
を
引
き
上
げ
る
こ
と
」
と
の
意
見
の
申
し
出
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
政
府
は
人
事
院
の
意
見
を
退
け
、
『
定
年
退
職
す

る
職
員
が
フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
を
希
望
す
る
場
合
、
当
該
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
』
な
ど
の
基
本
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。(

平

成
２
４
年
３
月
２
４
日)

定
年
延
長
が
見
送
ら
れ
、
再
任
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
希
望
者
が
増
大
し
、
そ
の
官
職
幅
も
広
が
っ
て
い
く
中
で
は
、
業
務
上
に

お
け
る
再
任
用
者
の
役
割
と
位
置
付
け
、
そ
の
処
遇
の
改
善
等
が
緊
急
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、

国
交
管
ユ
ニ
オ
ン
で
は
、「
再
任
用
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
改
善
」
を
要
求
す
る
支
持
署
名
を
実
施
し
ま
す
。

定
年
退
職
後
の
生
活
を
豊
か
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
再
任
用
制
度
に
す
る
た
め
に
、
署
名
に
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

管理職 2 5 4 17 31 30 60 75 107 178 224

その他 60 33 37 49 51 54 113 135 146 179 178

0

100

200

300 管理職員等の再任用者数の推移 二

再
任
用
制
度
と
は

再
任
用
制
度
と
は
、
年
金
制
度
の
改
悪
で

公
的
年
金
支
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
（
６
０
歳
→
６
５
歳
）
こ
と
に
よ
り
、
職

員
が
定
年
退
職
後
の
生
活
に
不
安
を
覚
え
る

こ
と
な
く
職
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
、
雇
用

と
年
金
の
連
携
を
は
か
る
と
と
も
に
、
長
年

培
っ
た
能
力
・
経
験
を
有
効
に
発
揮
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
制
度
で
平

成
１
４
年
４
月
１
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
今
年

で
１
１
年
目
に
な
り
ま
す
。

指導官 指導員 一般職 計 指導員 一般職 計 指導官 指導員 一般職 計

局・官ポスト26 1 1 0 1 0 0 1
局・課長 2 1 1 0 1 0 0 1
局・課長補佐1 1 1 0 0 0 1 1
事務所長 9 1 1 0 1 0 0 1
副所長 34 14 14 0 14 0 0 14
事務所課長53 33 33 59 59 0 92 0 92
出張所長25 18 18 33 1 34 0 51 1 52
事・官ポスト15 6 6 4 4 0 10 0 10
建設専門官10 2 2 4 4 13 17 0 6 15 21
地整計 ## 17 59 3 79 100 14 114 17 159 17 193
地理 19 5 7 12 8 11 19 0 13 18 31
合計 ## 17 64 10 91 108 25 133 17 172 35 224

管理職員等の再任用者の指導官・指導員の推移
H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23 H24

2 5 4 17 31 30 60 75 107 178 224
44 59 81 145 172

17

東北北陸関東中部近畿中国四国九州地理計
週４日 1 1
週３日 0
週３日 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
週４日 0
週３日 1 1
週３日 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
週４日 0
週３日 1 1
週３日 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
週４日 3 3
週３日 2 1 4 2 1 1 11
週３日 0

2 1 0 4 5 0 1 1 0 14
週４日 0
週３日 0
週３日 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
週４日 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
週３日 2 1 0 5 2 0 1 2 0 13
週３日 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

2 1 0 6 5 0 1 2 5 22
計

指導官

指導員
計

副所
長

指導官

指導員
計

地理
指導官

指導員
計

局・
課長

指導官

指導員
計

事務
所長

指導官

指導員
計

局官
ポス
ト

指導官

指導員
計

管理職再
任用数

　３級指導員
指導官

役職 勤務形態
指導官などの勤務実態

平成24年度管理職員再任用実態

退職時役職
H23
定
年

H24新規 任期更新 H24再任用者計



三

他
府
省
か
ら
遅
れ
た

国
交
省
（
旧
建
設
）
の
再
任
用
の
実
態

平
成
２
４
年
８
月
の
人
事
院
調
査
に
よ
る
と
、
全
府
省
の
再
任
用
者
総

数
は
約
６
千
人
で
発
足
時
の
１
０
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。
短
時
間
勤
務
の

比
率
は
６
６
％
で
旧
建
設
の
９
５
％
を
大
き
く
下
回
り
、
旧
建
設
の
行
政

（
一
）
職
員
の
フ
ル
タ
イ
ム
が
ゼ
ロ
に
対
し
て
、
他
府
省
で
は
２
千
名
近

い
職
員
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
４
日
勤
務
に
つ
い
て
も
、
旧
建
設
の
１

％
に
対
し
て
全
府
省
は
４
２
％
と
、
他
府
省
と
の
勤
務
形
態
に
よ
る
格
差

も
生
じ
て
い
ま
す
。

一
方
、
行
政
（
一
）
再
任
用
者
の
３
級
以
上
の
比
率
は
、
全
府
省
の

６
６
％
に
対
し
て
旧
建
設
５
２
％
と
処
遇
の
遅
れ
が
見
て
取
れ
ま
す
。
ま

た
、
他
府
省
で
は
短
時
間
勤
務
４
級
が
導
入
さ
れ
、
さ
ら
に
フ
ル
タ
イ
ム

で
は
全
職
務
級
の
２
３
％
が
４
～
７
級
に
在
職
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
国
土
交
通
省
が
か
た
く
な
に
実
施
し
て
き
た
再
任
用
制
度

の
運
用
の
ま
ず
さ
が
露
呈
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
管
理
職
員
等

の
４
級
以
上
の
格
付
け
は
、
一
般
職
員
の
３
級
格
付
け
に
繋
が
る
こ
と
か

ら
、
職
場
段
階
か
ら
他
府
省
並
み
の
処
遇
改
善
の
運
動
を
大
き
く
構
築
す

る
こ
と
が
重
要
で
す
。

四

国
家
公
務
員
の
雇
用
と
年
金
の
接
続
に
関
す
る
基
本
方
針

「
新
た
な
再
任
用
制
度
」
の
５
つ
の
問
題
点

平
成
２
４
年
３
月
２
３
日
、
行
政
改
革
実
行
本
部
・
国
家
公
務
員
制
度
改
革
推
進
本
部
は
合
同

会
議
を
開
催
し
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
引
き
上
げ
に
再
任
用
の
義
務
化
で
対
応
す
る
「
国

家
公
務
員
の
雇
用
と
年
金
の
接
続
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
決
定
し
ま
し
た
。
昨
年
９
月
３
０
日

に
人
事
院
が
国
公
法
２
３
条
に
基
づ
い
て
行
っ
た
、
定
年
の
段
階
的
延
長
を
求
め
る
意
見
の
申
出

を
事
実
上
無
視
し
た
重
大
な
ル
ー
ル
違
反
で
す
。

在職中も他省庁との昇格格差が実在する中で、定年退職後の再任用でもさらに格差が拡大！！

国交省は管理職員等の４級格付けを早期に実現すべきです！



ま
た
、
こ
の
基
本
方
針
は
再
任
用
の
義
務
化
と
し
な
が
ら
「
人
事
の
新
陳
代

謝
を
図
り
組
織
活
力
を
維
持
」
す
る
た
め
、
「
義
務
の
抜
け
道
」
や
「
職
場
追
い

出
し
」
の
方
策
が
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う

な
重
大
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
義
務
を
免
除
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

基
本

方
針
で
は
「
最
下
位
の
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
官
職
に
係
る
標
準
職
務
能
力

及
び
当
該
官
職
に
つ
い
て
の
適
正
を
有
し
な
い
場
合
、
任
命
権
者
は
そ
の
義
務

を
課
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
長
年
職
務
を
遂
行
し
、
一
定
の
官
職
に
就

い
て
い
た
職
員
に
、
係
員
等
の
能
力
が
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、

義
務
化
と
い
う
な
ら
削
除
す
べ
き
で
す
。

二
つ
は
、
再
任
用
時
の
官
職
に
恣
意
的
な
運
用
が
可
能
な
こ
と
で
す
。

「
能

力
及
び
適
正
に
応
じ
て
」
係
員
か
ら
管
理
職
ま
で
の
幅
広
い
官
職
に
任
用
で
き

る
と
し
て
い
ま
す
が
、
現
に
職
員
が
就
い
て
い
る
官
職
は
、
能
力
・
適
正
評
価

の
結
果
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
退
職
時
の
官
職
を
基
本
に
本
人
希
望
と
す
る
べ
き

で
、
任
命
権
者
の
恣
意
的
な
人
事
運
用
を
排
除
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
す
。

三
つ
は
、
任
期
を
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

雇

用
と
年
金
の
接
続
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
支
給
開
始
年
齢
ま
で
の
一
括

任
用
が
当
然
で
す
。
再
任
用
の
更
新
は
、
①
意
欲
と
能
力
の
十
分
な
発
揮
、
②

継
続
的
な
業
務
遂
行
へ
の
支
障
、
③
年
度
更
新
の
雇
用
不
安
、
な
ど
の
弊
害
が

想
定
さ
れ
、
公
務
の
運
営
上
か
ら
も
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

四
つ
は
、
「
総
人
件
費
改
革
」
の
観
点
か
ら
の
制
度
検
討
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
す
。
「
早
期
退
職
の
支
援
」
、
「
短
時
間
再
任
用
の
活
用
」
、
「
複
線
型
人
事
管
理

の
推
進
」
を
は
じ
め
、
６
０
歳
超
職
員
の
増
加
に
対
す
る
必
要
な
措
置
の
検
討

な
ど
、
い
ず
れ
も
総
人
件
費
抑
制
の
観
点
が
貫
か
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
６

０
歳
を
機
に
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
段
階
か
ら
事
実
上
の
退
職
強
要
や
、
差
別

選
別
の
再
任
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
再
任

用
職
員
の
給
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
「
総
人
件
費
改
革
や
職
員
の
能
力
活
用

の
観
点
も
踏
ま
え
つ
つ
別
途
検
討
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
職
務
給
原
則
と
と

も
に
年
金
支
給
ま
で
の
生
活
を
支
え
る
水
準
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。五

つ
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
再
任
用
が
定
員
の
枠
内
で
採
用
さ
れ
る
問
題
で
す
。

現
在
、
政
府
内
部
に
お
い
て
、
｢
定
数
の
空
き
に
応
じ
て
採
用
｣
と
の
議
論
も
さ

れ
て
お
り
、
希
望
者
全
員
の
採
用
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。
組
織
の
活
性
化
の
た
め

に
は
新
規
採
用
職
員
の
採
用
は
不
可
欠
で
す
し
、
公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢

の
引
き
上
げ
が
国
の
制
度
改
革
で
あ
る
以
上
、
再
任
用
は
定
員
の
枠
外
で
採
用

す
べ
き
で
す
。



ま
た
、
再
任
用
者
の
採
用
に
よ
っ
て
、
新
規
採
用
者
の
定
員
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
別
枠
と
す
べ
き
で
す
。
さ
ら
に
、
賃
金
に
つ
い
て
も
「
定
年
前

よ
り
低
い
職
責
の
補
完
的
な
職
務
に
再
任
用
す
る
形
｣
で
採
用
し
、
最
初
か
ら

２
級
・
３
級
と
決
め
つ
け
る
の
で
な
く
、
国
土
交
通
省
と
し
て
補
強
す
べ
き

分
野
に
再
任
用
者
を
配
置
し
、
そ
の
職
責
に
あ
っ
た
賃
金
を
支
給
す
べ
き
で

す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
今
回
の
「
管
理
職
ア
ン
ケ
ー
ト
」
に
寄
せ
ら
れ
た
管

理
職
員
等
の
声
や
以
上
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
き
作
成
し
た
要
求
内
容
を
、

定
年
退
職
者
が
無
年
金
状
態
に
な
る
平
成
２
６
年
度
再
任
用
採
用
者
（
平
成

２
５
年
度
定
年
退
職
者
）
の
「
再
任
用
募
集
要
項
」
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、

「
要
求
書
名
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
署
名
」
は
、
２
月
に
実
施
さ

れ
る
国
土
交
通
本
省
と
の
団
体
交
渉
の
場
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
の
実
現
を

当
局
に
迫
り
ま
す
。
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

これが私たちの要求です
再任用者枠は、別枠で確保し、希望者全員を採用

本人の能力・経験が生かせる業務に就かせること

賃金は、同一業務同一賃金とすること･･･等

＜これが要求項目＞

１ 年金支給開始年齢の引き上げにともなう「雇用と年金支給の連携」については、定

年年齢を段階的に延長する制度を基本とするよう関係機関に働きかけること。

２ 再任用の採用・定員については下記の通り行うこと。

(１) 再任用を希望する職員は全員採用すること。

(２) 再任用にあたっては、フルタイム勤務を基本とし、当該者の希望により週４

日勤務､週３日勤務も可能とすること。また、定年前５年以内の退職者について

も定年年齢に達した後、本人の希望により採用すること。

(３) 再任用の定員は別枠とし、新規採用、世代間のバランスが取れるようにするこ

と。

３ 再任用にあたっては、再任用者の能力、経験を生かし、誇りと働きがい

を持って働けるよう、労働環境を整備すること。

(１) 業務の配置に当たっては、当該者と十分な意思疎通の場を持ち、本人の希望

を尊重し、能力・経験が十分発揮できるよう留意すること。

(２) 業務配置にあたっては所属長任せにせず、任命権者段階で権限と責任を明確に

するとともに、再任用者同士、あるいは現役者との連携がうまく取れるよう配

慮すること。

(３) アンケート結果では、業務配置にあたって下記の業務が能力･経験を生かす上

で適切との回答が多く、再任用者を積極的に配置すること。

・河川や道路などの管理業務 ・工事監督 ・検査業務 ・出張所での窓口業務

・用地業務 ・総務、経理、契約業務などの資料整理

・設計審査 ・防災業務 ・品質管理 ・対外調整など

(４) 再任用者も防災時の待機、連絡、出動、技術指導･援助などが出来るようにす

ること。

(５) 再任用者も超過勤務が出来るようにすること。

(６) 勤務場所は出張所も可能とし、勤務場所、業務範囲を広げること。

４ 再任用の労働条件は、以下のように改善すること。

(１) フルタイムでの賃金は、職務、職責が定年前と同等なら同等の賃金とすること。

最低でも定年前の賃金の７０％を下回らない水準とすること。

短時間勤務の場合においても､上記の水準に準拠すること。

(２) 管理職経験者は「専門官」と位置づけ、４級以上の格付けとし、昇格を可能

とすること。これにあわせ、専門職、係長、一般職員の再任用の格付けを引き

上げること。 ＊この内容は地方整備局版です。

基
本
は
定
年
延
長
で

政
府
は
、
雇
用
と
年
金
の
継
続
化
に
つ
い
て
「
総
人
件
費
抑
制

の
観
点
」
か
ら
｢
再
任
用
制
度
｣
で
の
対
応
を
決
定
し
て
い
ま
す
が
、

ユ
ニ
オ
ン
は
、
｢
定
年
退
職
後
、
雇
用
と
処
遇
が
一
度
途
切
れ
る

再
任
用
制
度
よ
り
、
６
５
歳
ま
で
の
安
定
し
た
雇
用
と
処
遇
が
確

保
で
き
る
勤
務
延
長
（
問
題
の
解
決
も
図
り
な
が
ら
）
｣
を
要
求

し
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
が
今
年
実
施
し
た
「
第
八
回
管
理
職
ア
ン
ケ
ー
ト
」

で
は
、
現
在
の
再
任
用
者
の
業
務
に
つ
い
て
回
答
者
の
７
２
％
（
回

答
数
２
０
６
８
名
中
１
４
８
１
名
）
が
現
在
の
再
任
用
者
が
行
っ

て
い
る
業
務
は
、
能
力
・
経
験
が
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
「
能
力
・

経
験
を
生
か
す
よ
う
な
業
務
に
就
け
る
べ
き
」
と
回
答
し
て
い
ま

す
。
（
別
表
参
照
）
ま
た
、
勤
務
場
所
も
「
出
張
所
な
ど
に
広
げ

る
べ
き
」
と
の
回
答
も
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
再
任
用
者
の
業
務
内
容
が
配
属
さ
れ
た
所
属
長
任
せ

に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
業
務
内

容
は
任
命
権
者
段
階
で
定
め
、
権
限
と
責
任
を
明
確
に
し
、
再
任

用
者
が
｢
再
任
用
前
の
能
力
・
経
験
が
生
か
さ
れ
、
誇
り
を
持
っ

て
業
務
が
出
来
る
」
職
場
環
境
に
す
べ
き
で
す
。

補
強
す
べ
き
分
野
に

再
任
用
者
の
能
力
経
験
を
生
か
せ

連
年
に
渡
る
大
幅
な
定
員
削
減
の
結
果
、
職
員
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
業
務
が
、
外
注
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
結
果
的
に
国
民
の
期

待
に
応
え
ら
れ
な
い
｢
国
土
交
通
省
｣
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
職
員
自
ら

が
行
う
べ
き
業
務
は
自
ら
の
手
で
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中

の
技
術
力
や
経
験
の
継
承
、
現
在
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
、
ま
た
は
不
十
分
と
な

っ
て
い
る
業
務
な
ど
の
分
野
に
再
任
用
を
配
置
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。
｢
ア

ン
ケ
ー
ト
｣
で
は
｢
要
求
書
｣
に
書
か
れ
て
い
る
業
務
な
ど
が
、
再
任
用
者
で

担
う
べ
き
業
務
と
し
て
回
答
さ
れ
て
い
ま
す
。

ユ
ニ
オ
ン
は
、
再
任

用
制
度
は
単
に
収
入

を
得
る
た
め
に
一
定

期
間
雇
用
さ
れ
れ
ば

良
い
と
い
う
こ
と
で

な
く
「
働
き
が
い
を

も
っ
て
公
務
に
貢
献

し
」
「
現
役
の
職
員
か

ら
も
『
あ
の
人
達
が

い
て
良
か
っ
た
』
と

歓
迎
さ
れ
」
「
経
験
や

技
術
等
が
職
場
に
引

き
継
が
れ
る
」
よ
う

な
制
度
に
す
べ
き
と

考
え
て
い
ま
す
。


